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株式会社エスイー 

 

株式会社エスイーは、4 月 16 日（木）に政府より発表のありました新型コロナウイルス

感染症緊急事態宣言について、その対象地域を全都道府県に拡大することを受けて、当社

山口工場を除く事業所に勤務する役職員を対象に原則テレワーク（在宅勤務）を実施し、

交替制で事業所に出社することで業務を行うことといたしました。すでに一部の事業所で

取り組んでおります緊急事態宣言発令対策と同じ実施内容で業務を行います。 

お取引先様のみなさまにおかれましては、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒

ご理解のうえご容赦賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

〇緊急事態宣言発令における実施内容 

対 象 期 間：2020年 4月 17日（金）から 5月 6日（水）まで 

対象事業所：エスイー本社（東京都）、営業本部日東星野ビル事業所（東京都）、 

大阪支店（大阪府）、九州支店（福岡県）、東北支店（宮城県）、 

名古屋支店（愛知県）、中国営業所（広島県）、四国営業所（香川県）、 

北陸営業所（新潟県）、北海道営業所（北海道）、厚木研究所（神奈川県） 

実 施 内 容 

・業務内容に応じて、原則テレワーク（在宅勤務）を実施します。 

・交替制で事業所に出社し通常業務を実施しておりますが、個別の案件またはお急ぎの

ご用件につきましては弊社各担当者の携帯電話もしくはメールアドレスへ直接ご連絡

いただきますようお願い申し上げます。 

・営業時間は、平日の午前 9時 00分から午後 5時 45分までです。 

 

〇山口工場の稼働について 

当社山口工場につきましては新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めながら、お取

引先様のみなさまにご不便・ご迷惑をお掛けしないよう製造活動を調整する予定でござい

ます。現時点におきましては、次の期間で山口工場の製造活動を停止し、休業をする予定

でございます。 

・山口工場休業期間：2020 年 4 月 29 日（水）から 5 月 6 日（水）まで 

 ※休業期間に変更がありましたら、改めてお知らせいたします。 

 

当社は、政府および各地方自治体の行動指針に従い、役職員およびお取引先様などの健

康と安全の確保、社内外の感染症拡大防止に努めてまいります。 

テレワーク（在宅勤務）に伴い、電話応答、メールまたはフォームからの問合せ対応に

時間を要する場合がありますので、予めご了承いただけますよう、お願い申し上げます。 

 

以 上 


